
 乙訓消防組合における消防用設備等設置計画書の様式 
および提出方法を変更いたします。 

※新様式は、平成３０年１０月１日からご使用願います。 
 また、新様式は、乙訓消防組合ホームページ 
（https://www.otokuni119-kyoto.jp/）からダウンロードしていただけます。 
 

※平成３１年３月３１日までは、以前の様式でも構いません。 

 新様式の消防用設備等設置計画書は、建築確認申請書の正本と消防控えに添付して 
提出してください。 
（事前提出の必要はなくなりました。ただし、今迄通り建築事前相談は行っていただくようお願い
いたします。） 

※なお、従前の通り、確認申請の事前に提出していただいても構いません。 

旧様式 
新様式 

新様式は、チェック表方式となりました。 
記載方法等については、お気軽に 
乙訓消防組合予防課指導係まで 
お問い合わせください。 

別紙 

 

お問い合わせ先：乙訓消防組合消防本部 予防課 
 

 TEL 075-953-6035 / FAX 075-953-1191 
 

 E-mail yobo@otokuni119-kyoto.jp  
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